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合
併
処
理
浄
化
槽
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

合
併
処
理
浄
化
槽
（
以
下
「
浄
化
槽
」
と
い
う
。
）
は
、
公
共
下
水
道
の
未
整
備
地
域
で
設
置
さ
れ
る
汚
水
及
び
生
活
雑
排

水
を
処
理
す
る
施
設
で
あ
る
。
全
国
の
（
も
し
く
は
、
「
総
人
口
に
占
め
る
全
国
の
汚
水
処
理
施
設
の
処
理
人
口
の
割
合
で
あ

る
」
）
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
は
平
成
三
十
年
度
末
に
九
十
一
・
四
％
と
な
り
、
汚
水
処
理
人
口
の
う
ち
公
共
下
水
道
利
用
者

が
八
十
六
・
八
％
、
浄
化
槽
利
用
者
が
十
・
一
％
、
そ
の
他
の
汚
水
処
理
施
設
の
利
用
者
が
三
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
方

で
、
未
だ
に
約
一
千
百
万
人
が
公
共
下
水
道
又
は
浄
化
槽
そ
の
他
の
い
ず
れ
の
汚
水
処
理
施
設
も
利
用
で
き
な
い
状
況
で
あ

り
、
こ
れ
を
早
期
に
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

環
境
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
人
口
五
万
人
以
下
の
自
治
体
や
人
口
密
度
の
低
い
地
域
で
は
、
公
共
下
水
道
よ
り
も
各
戸
個
別

処
理
の
浄
化
槽
が
効
率
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
公
共
下
水
道
は
、
人
口
減
少
に
伴
い
下
水
道
使
用
料
収
入
が
不
足
す
る
懸
念

や
、
大
規
模
な
敷
設
費
用
の
後
年
度
負
担
や
老
朽
化
に
伴
う
更
新
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
汚
水
処

理
方
式
の
見
直
し
も
始
ま
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
浄
化
槽
の
普
及
に
あ
た
っ
て
の
課
題
の
一
つ
は
、
公
共
下
水
道
と
比
べ
て
住
民
の
自
己
負
担
が
高
額
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
負
担
額
は
、
浄
化
槽
設
置
か
ら
定
期
的
な
保
守
点
検
・
清
掃
や
法
定
の
定
期
検
査
を
含
め
る
と
、
一
般



 

２ 

 

的
な
公
共
下
水
道
の
接
続
費
用
や
使
用
料
を
上
回
っ
て
い
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

浄
化
槽
法
第
十
一
条
に
定
め
ら
れ
た
浄
化
槽
の
定
期
検
査
は
年
一
回
実
施
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頻
度
と
し
た
根
拠
は

何
か
。
こ
こ
数
年
の
定
期
検
査
結
果
に
よ
る
と
、
不
適
正
の
発
生
率
は
毎
年
五
％
程
度
で
あ
り
、
設
置
年
数
の
浅
い
も
の
は

複
数
年
に
一
回
で
も
定
期
検
査
の
目
的
は
果
た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
第
五
十
五
条
に
よ
れ
ば
、
定
期
検
査
の
指
定
検
査
機
関
は
公
的
な
第
三
者
機
関
と
し
て

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
の
み
を
選
定
対
象
と
し
て
い
る
。
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
産
業
化
は
政
府
の
方
針
で
あ
り
、

指
定
検
査
機
関
に
つ
い
て
も
、
民
間
の
活
力
を
引
き
出
す
観
点
か
ら
、
信
頼
性
、
公
平
性
、
安
定
性
の
点
で
審
査
し
た
上
で

保
守
点
検
業
者
を
含
む
民
間
事
業
者
も
含
め
て
認
定
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

保
守
点
検
業
者
に
よ
る
年
三
回
の
保
守
点
検
時
か
年
一
回
の
清
掃
時
に
右
記
定
期
検
査
に
定
め
ら
れ
た
項
目
を
調
べ
て
産

業
廃
棄
物
管
理
票
と
同
様
の
方
式
で
証
明
書
を
発
行
し
行
政
に
報
告
す
る
こ
と
で
、
定
期
検
査
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
こ
と
で
低
い
現
状
の
受
検
率
も
向
上
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

浄
化
槽
の
設
置
費
用
は
公
的
助
成
が
あ
る
も
の
の
総
額
の
六
割
が
住
民
負
担
で
あ
り
、
定
期
検
査
の
受
検
費
用
も
設
置
者
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の
自
己
負
担
が
基
本
と
さ
れ
、
さ
ら
に
住
民
が
使
用
量
に
応
じ
た
維
持
管
理
費
を
負
担
す
る
こ
と
で
行
政
に
代
わ
っ
て
水
質

保
全
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
公
平
負
担
の
観
点
か
ら
行
政
が
公
共
下
水
道
を
整
備
し
て
い
な
い
地
域
に
つ
い
て
、
衛
生
環

境
を
保
持
す
る
た
め
の
定
期
検
査
受
検
費
用
を
自
治
体
の
業
務
範
囲
と
し
て
負
担
さ
せ
、
国
が
こ
れ
を
補
助
す
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

人
口
減
少
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
自
治
体
は
公
共
下
水
道
か
ら
浄
化
槽
に
よ
る
整
備
区
域
へ
変
更
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
見
直
し
に
要
す
る
経
費
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
国
が
こ
れ
を
後
押
し
す
る
た
め
に
も
現
状
の
浄

化
槽
の
設
置
補
助
金
に
加
え
、
公
共
下
水
道
区
域
か
ら
浄
化
槽
処
理
促
進
区
域
へ
見
直
す
た
め
の
補
助
事
業
が
必
要
と
考
え

ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

六 

定
期
検
査
の
受
検
率
は
、
都
道
府
県
に
よ
り
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
が
政
府
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
格
差
を
解
消
し
て
い
く

つ
も
り
な
の
か
。
一
方
、
浄
化
槽
法
第
六
十
六
条
の
二
に
お
い
て
検
定
義
務
違
反
者
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
検
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
違
反
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
受
検
率
も
非
常
に
低

位
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


